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有識者と公正取引委員会との懇談会で出された主な意見について 

令和４年２月９日 

公正取引委員会 

公正取引委員会は，毎年度，全国各地区において経済団体代表，消費者団体代

表，学識経験者，報道関係者等の有識者と当委員会の委員等との懇談会を開催す

ることで，各地区の実情や幅広い意見・要望を把握し，独占禁止法等の運用にい

かしています。 

例年の懇談会は，当委員会の委員等が各地区に赴いて開催しておりますが，令

和３年度においては，新型コロナウイルス感染症対策として，ウェブ会議により

開催しました。 

開催地区や有識者は別紙１のとおりです。また，有識者から示された主な意見

の概要は以下のとおりです（地区別の主な意見は別紙２のとおりです。）。 

公正取引委員会としては，これらの意見を踏まえて，今後とも独占禁止法等の

的確な運用に努めてまいります。 

１ 中小事業者等の取引公正化について 

(1) 労務費，原材料費，エネルギーコストの上昇分の適切な価格転嫁 

・ 現在，原油価格が非常に高騰していることから，材料価格の上昇を非常に

懸念している。地元の中小企業の生産性向上のためにも，公正取引委員会に

は地域経済の実態を把握し，中小企業がコスト上昇分を価格に転嫁できない

という問題への対応の徹底など，適正な取引関係の構築に向けて尽力してほ

しい。（帯広地区） 

・ 最低賃金の引上げに伴いコストが大幅に増加する発注にもかかわらず，親

事業者が十分に協議することなく，一方的に通常発注と同じ単価で据え置く

などといった行為をしないよう，公正取引委員会には十分な指導を期待する。

親事業者に海外コストを基準にされ，下請事業者にとっては，材料高や燃料

高といったような事情がどれだけ認めてもらえるか，心配が尽きない。（名

古屋地区） 

・ サプライチェーン全体で適正に生産性の向上を実現するという観点から，

知的財産やノウハウの保護，燃料や原材料価格の適正な転嫁，支払条件の改

善などへの対処が必要である。また，発注者による一方的な納期の短縮やコ 

問い合わせ先  公正取引委員会事務総局官房総務課 

電話 ０３－３５８１－３５７４（直通） 
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スト削減要求等の優越的地位の濫用と見られる取引を根絶するため，独占禁

止法及び下請法の厳正な運用が必要である。（高松地区） 

(2) 相談しやすい環境の整備 

・ 優越的地位の濫用では，小規模事業者が公正取引委員会に情報提供するこ

とは大変難しいのではないか。小規模事業者は取引先から取引を停止された

りでもしたら経営が困難になるので，ほとんどの小規模事業者が泣き寝入り

をしているというのが実態である。（帯広地区） 

・ 中小零細企業が，いきなり公正取引委員会に相談するというのは，少々ハー

ドルが高い面があるのではないかと思う。日頃，事業者からの相談に応じて

いる地元の商工会議所や商工会，中小企業団体中央会，又は地域の弁護士会

といった地域の各団体，機関等との連携をより深め，これら各団体，機関等

を通じて，下請法の効果的な周知を図ってほしい。（松本地区） 

・ 公正取引委員会において，事業者への調査等により実態を把握して，下請

事業者への不当なしわ寄せや不利益を与える行為が生じないよう監視指導を

徹底するとともに，下請法に関する基礎知識の浸透，下請事業者が相談しや

すい環境作りをお願いしたい。（那覇地区） 

(3) 新型コロナウイルス感染症に伴うしわ寄せ防止 

・ 下請事業者の従業員に感染症の患者が出た場合，下請事業者に責任がない

のに受領拒否や商品返品を行えば，それらの行為は下請法上問題となるとい

うことを，公正取引委員会から改めて周知するとともに，下請法違反行為に

対するより厳正な対処を是非お願いしたい。（松本地区） 

・ 感染症の収束後，新型コロナ関連の補助金打切りや融資金の返済が始まる

と，事業者にとっては手元資金が減少していくため，それを補うために不公

正な取引条件を取引先に押しつける事案が増えるおそれがある。（高松地区） 

・ 新型コロナウイルス感染症の影響により観光業界は非常に深刻な状況が続

いているため，公正取引委員会において，沖縄県内の観光関連の小規模な事

業者と海外又は県外大手企業との取引の透明性を確保し，優越的地位の濫用

行為が行われないような取組をお願いしたい。（那覇地区） 

(4) インボイス制度の導入に伴うしわ寄せ防止 

・ 令和５年１０月に予定されている適格請求書等保存方式（インボイス方式）

の導入により，取引先事業者よる適格請求書発行事業者への登録の強要や，

免税事業者が取引から排除されることがないよう，監視・指導等の強化をお

願いしたい。（大津地区） 

(5) その他 

・ 現下の下請事業者が置かれた状況について，公正取引委員会には現場視察

を行うなどして必要な情報を収集し，実態を踏まえた有効な施策を打っても
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らいたい。（宮崎地区）  

２ フリーランスに関する取組について 

・ フリーランスとして働く人たちには法的な知識や弁護士等との接点がない

場合があり，知的財産権やノウハウに関して生じる取引先の優越的地位の濫

用行為について，泣き寝入りしている事案やそもそも問題が生じていること

にすら気付いていない事案もあるのではないか。（高松地区） 

・ コロナ禍で多くのフリーランスの女性が経済的に立ち行かなくなった可能

性がある。フリーランスガイドラインの作成は評価できるが，個別の業界に

対する指導が，経済的貧困にある女性の救済という観点からも重要であると

考える。（大津地区）

３ スタートアップ企業との取引適正化について 

・ スタートアップの取引慣行に関する実態調査報告書で述べられているとお

り，スタートアップが公正かつ自由に競争できる環境を確保することが日本

の経済の今後の発展に向けて極めて重要だと思う。公正取引委員会には，今

後も中小企業，スタートアップの発展のために注力してほしい。（松本地区） 

・ スタートアップの取引慣行に関する実態調査報告書では，法務担当者がい

るかどうかでスタートアップ間で違いが出ていることが報告されているが，

産業構造が変化し，様々な企業が新しい分野に取り組んでいる中で，法務担

当者がいないことが格差を生じさせていることが気掛かりである。（名古屋

地区） 

４ デジタル・プラットフォーム関係について 

・ 当社のデジタルコンテンツアプリについて，公正取引委員会の調査により，

アップル・インクを通さずに課金を徴収できるような仕組みになった。海外

の大手ＩＴ企業の行為に対して当社のような地方の小規模事業者が交渉を申

し立てても，今まではなかなか応じてもらえなかったものが，公正取引委員

会の調査が一つの大きなきっかけになって改善されたということを感じてい

る。（帯広地区） 

・ 海外のデジタル・プラットフォーム事業者と日本の地方事業者の間で交わ

される契約書では，取引上の紛争も他国の裁判で解決する内容となっている

ため，日本の地方事業者がそれに従って紛争解決することは困難である。取

引における交渉力の非対称性を是正するのは公正取引委員会等でなければ難

しく，アップル・インクに対するような措置を積極的に行ってほしい。（高

松地区） 
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・ 現在のインターネット取引では，事業者が取引相手である一般消費者の情

報を様々な形で保有しているが，一般消費者個人の取引履歴等を特定の事業

者が専有するというのは，必ずしも望ましいことではない。（帯広地区） 

・ コロナ禍により地方経済においてもネット販売が進展しているが，公正な

競争環境を維持するため，大手ＥＣサイトの運営業者による顧客データの収

集方法や利用方法について，適切かつ必要以上に集積されていないかどうか

監視をお願いしたい。（宮崎地区） 

・ 無料のニュースアプリ・コンテンツの発信元は９０パーセント以上が新聞

社であるところ，新聞社が作成した記事に対して正当な対価が支払われてい

ない。公正取引委員会においても，新聞業界等のニュースメディアとデジタ

ル・プラットフォーム事業者との関係性を重大な問題として捉えてほしい。

（仙台地区） 

・ 特産品等についてＥＣサイトを利用して販売する経営者や農家が，巨大Ｉ

Ｔ企業に簡単に利益を吸い上げられてしまわないか，また，生活物資を扱う

ような地元のお店が，巨大ＩＴ企業に飲み込まれてしまい，地域になくなっ

てしまうのではないか，気掛かりである。（岡山地区） 

５ 独占禁止法の運用について 

(1) 効果的な対応 

・ 審査活動等の端緒において，違反行為に関する一般からの情報提供がかな

りのウエートを占めているとのことだが，これでは対応が後手になる嫌いが

ある。業界に対する監査，あるいは事前の指導等を含めて，違反行為に至る

前の対策を強化していかなければ，違反行為は減らない。（仙台地区） 

・ 令和元年改正法で導入された課徴金の調査協力減算制度下で公正取引委員

会に証拠がたくさん集まるようになるのか，事業者の協力するインセンティ

ブについて経済理論の観点からの検証を行うことによって，経済学的な裏付

けのある制度になると思う。（名古屋地区） 

(2) 確約手続等の透明性の確保 

・ 確約手続等の事案処理や審査終了の際，できるだけ詳細な事案の内容の公

表を要望したい。これは，個別事案の検証，それから将来に向けた判例形成，

そして独占禁止法の究極目的である一般消費者の保護に係る国民への説明責

任を果たす意味でも重要である。（仙台地区） 

(3) 個別分野等に関する意見 

・ 特許ライセンス契約における独占禁止法の問題点を検討するに当たり，相

談事例集は非常に役立つ。ライセンサー，ライセンシーの法的予測可能性を

より高めるためにも，特許分野に関する事例をより多く掲載してほしい。（松
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本地区） 

・ コロナ禍により電子決済を導入した小売店も多いが，地方では高齢者が多

いため電子決済の利用がなかなか進んでいない中で，クレジットカード会社

や決済事業者が，利用者が少ないという理由により手数料を値上げする動き

があるが，電子決済の過度な手数料負担により中小企業の経営環境が悪化し

ないよう監視をお願いしたい。（宮崎地区） 

６ 広報・広聴活動について 

・ 中学生，高校生，大学生向けの独占禁止法教室について，小さい頃から理

念や概念を学習してもらうというのは，非常に意味のあることだと思ってい

る。学生が法的主体，経済的主体，政治的主体として今後社会に出ていくた

めに自由で公正な経済を学生に伝えるという目的で，どんどん学校に出てい

く活動を行ってほしい。（岡山地区） 

・ デジタル広告分野の取引実態に関する報告書では，巨大ＩＴ企業によるユー

ザーの個人情報の適切な取扱い等を巡る問題点を指摘しているが，消費者は，

自身のデータが利用されている意識が希薄であると思う。独占禁止法は，消

費者にも無縁でないということを周知するために，消費者を対象とした研修

会の開催を充実させていくべきではないか。（宮崎地区） 

・ 公正取引委員会には，何か困ったことがあった際にすぐに連絡できるよう

な身近な存在になってほしい。他の機関では，子供に作文を書いてもらった

り，標語を募集したりしており，いろいろな人に関心を持ってもらえるよう

に広報をしているところもある。（大津地区） 

７ その他 

・ 公正取引委員会は，専門的な経済学を学んだ人間を採用すべきというニュー

スを見たが，経済学の分野や競争政策の分野に係る専門的知識を有する大学

生，大学院生が公正取引委員会で働けるよう，活躍できる場所を広げていっ

てほしい。（松本地区） 

・ 中小企業等の会社関係の仕事をしている弁護士から聞いたところ，消費税

の転嫁拒否については，依然として問題があって，相談が来ているというこ

とだった。公正取引委員会でも引き続き問題意識を持ってほしい。（岡山地

区） 

以上
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有識者と公正取引委員会との懇談会（ウェブ会議）開催一覧 

地区 開催日 担当委員等 

帯広地区 １１月１９日 三 村 晶 子 委 員 

仙台地区 １１月１７日 山 本 和 史 委 員 

松本地区 １１月１９日 小 島 吉 晴 委 員 

名古屋地区 １２月 ３日 三 村 晶 子 委 員 

大津地区 １１月１８日 菅 久 修 一 事務総長 

岡山地区 １２月 ３日 菅 久 修 一 事務総長 

高松地区 １１月１６日 青 木 玲 子 委 員 

宮崎地区 １２月 ３日 小 島 吉 晴 委 員 

那覇地区 １２月 １日 山 本 和 史 委 員 

別 紙 １
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帯広地区における懇談会出席者 

石橋
いしばし

 強
つよし

 北海道十勝管内商工会連合会 会長 

伊東
い と う

 肇
はじめ

 株式会社十勝毎日新聞社 取締役 

仙北谷
せんぼくや

 康
やすし

 帯広畜産大学 教授 

髙
たか

橋
はし

 克弘
かつひろ

 帯広商工会議所 副会頭 

村上
むらかみ

 早苗
さ な え

 一般社団法人帯広消費者協会 会長 

仙台地区における懇談会出席者 

穴沢
あなざわ

 芳郎
よしろう

 一般社団法人宮城県情報サービス産業協会 常務理事 

神部
か ん べ

 光
みつ

崇
たか

 仙台商工会議所 副会頭 

滝澤
たきざわ

 紗
さ

矢子
や こ

 東北大学大学院 法学研究科 教授 

長尾
な が お

 浩
ひろ

行
ゆき

 官澤綜合法律事務所 弁護士 

練
ねり

生川
う か わ

 雅
まさ

志
し

 株式会社河北新報社 常務取締役 社長室長 

松本地区における懇談会出席者 

井上
いのうえ

 保
たもつ

 松本商工会議所 会頭 

髙
たか

松
まつ

 寿
す

美
み

枝
え

 長野県弁護士会 松本在住会 幹事 

花村
はなむら

 薫
かおる

 長野県中小企業団体中央会 副会長 

広瀬
ひ ろ せ

 純夫
す み お

 信州大学 学術研究院社会科学系 教授 

矢島
や じ ま

 哲郎
てつろう

 信濃毎日新聞株式会社 常務取締役 松本本社代表 

名古屋地区における懇談会出席者 

安藤
あんどう

 寛一
かんいち

愛知県商工会連合会 副会長 

大野
お お の

 芳
よし

徳
のり

一般財団法人中部生産性本部 独禁法研究部会 幹事 

濱口
はまぐち

 泰代
や す よ

名古屋市立大学大学院 経済学研究科 准教授 

福田
ふ く だ

 要
かなめ

株式会社中日新聞社 編集局経済部長 

山田
や ま だ

 尚武
ひさたけ

愛知県弁護士会 研修センター運営委員会 委員長 



3 

大津地区における懇談会出席者 

東
あずま

 清
きよ

信
のぶ

 びわ湖放送株式会社 代表取締役社長 

石井
い し い

 利
り

江子
え こ

 滋賀大学 経済学部 准教授 

北村
きたむら

 嘉
よし

英
ひで

 滋賀県中小企業団体中央会 会長 

大道
だいどう

 良夫
よ し お

 滋賀県商工会議所連合会 会長 

森野
も り の

 有
ゆ

香
か

 滋賀弁護士会 会長  

岡山地区における懇談会出席者 

岡崎
おかざき

 伸二
し ん じ

 株式会社山陽新聞社 執行役員 論説委員会 論説主幹 

鴨井
か も い

 尚
たか

志
し

 倉敷商工会議所 副会頭 

佐藤
さ と う

 吾郎
ご ろ う

 岡山大学大学院 法務研究科長 教授 

中畑
なかはた

 真
しん

哉
や

 岡山弁護士会 副会長 

松田
ま つ だ

 久
ひさし

 岡山商工会議所 会頭 

高松地区における懇談会出席者 

泉
いずみ

 雅文
まさふみ

 香川県商工会議所連合会 会長 

柴田
し ば た

 潤子
じゅんこ

 香川大学 法学部 教授  

田村
た む ら

 祐一
ゆういち

 香川弁護士会 副会長 

西尾
に し お

 伊知郎
い ち ろ う

 香川県中小企業団体中央会 専務理事 

橋田
は し だ

 行子
ゆ き こ

 高松市消費者団体連絡協議会 会長 

宮崎地区における懇談会出席者 

末崎
すえざき

 和彦
かずひこ

 株式会社宮崎日日新聞社 論説委員会 論説委員長 

平野
ひ ら の

 亘也
の ぶ や

 宮崎経済同友会 代表幹事 

淵上
ふちがみ

 鉄一
てついち

 宮崎県商工会連合会 会長 

堀之内
ほりのうち

 芳
よし

久
ひさ

 宮崎県中小企業団体中央会 会長 

米良
め ら

 充
みつ

典
のり

 宮崎県商工会議所連合会 会頭 
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那覇地区における懇談会出席者 

石嶺
いしみね

 傳
でん

一郎
いちろう

 沖縄県商工会議所連合会 会長 

米須
こ め す

 義
よし
明
あき

 沖縄県商工会連合会 会長 

島袋
しまぶくろ

 武
たけし

 沖縄県中小企業団体中央会 会長 

下地
し も じ

 芳郎
よしろう

 一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー 会長 

 （別紙１について役職は各懇談会開催日時点のもの） 
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第１ 帯広地区 

１ 中小事業者等の取引公正化について 

・ 現在，原油価格が非常に高騰していることから，材料価格の上昇を非常に懸

念している。地元の中小企業の生産性向上のためにも，公正取引委員会には地

域経済の実態を把握し，中小企業がコスト上昇分を価格に転嫁できないという

問題への対応の徹底など，適正な取引関係の構築に向けて尽力してほしい。

・ 優越的地位の濫用では，小規模事業者が公正取引委員会に情報提供すること

は大変難しいのではないか。小規模事業者は取引先から取引を停止されたりで

もしたら経営が困難になるので，ほとんどの小規模事業者が泣き寝入りをして

いるというのが実態である。

２ デジタル・プラットフォーム関係について 

・ 当社のデジタルコンテンツアプリについて，公正取引委員会の調査により，

アップル・インクを通さずに課金を徴収できるような仕組みになった。海外の

大手ＩＴ企業の行為に対して当社のような地方の小規模事業者が交渉を申し立

てても，今まではなかなか応じてもらえなかったものが，公正取引委員会の調

査が一つの大きなきっかけになって改善されたということを感じている。

・ 現在のインターネット取引では，事業者が取引相手である一般消費者の情報

を様々な形で保有しているが，一般消費者個人の取引履歴等は取引した個人の

持ち物であり，それを特定の事業者が専有するというのは，必ずしも望ましい

ことではない。

３ 独占禁止法の運用について 

・ ビー・エム・ダブリューに対する件は，メーカーと販売店が一緒に大きく成

長していこうという中での販売目標の設定についても，働き方改革を踏まえて，

考え方を根本から変えていかなければならないと感じたよい事例である。

第２ 仙台地区 

１ デジタル・プラットフォーム関係について 

・ デジタル関係の報告書について，独占禁止法上あり得る問題点を網羅的に指

摘するという内容が多くなっているが，アナログの場合又は従来の独占禁止法

上の議論と比べて，どこが新しい問題なのか，どの部分に重点的に取り組まな

ければならないのかを明確にしてほしい。 

・ 無料のニュースアプリ・コンテンツの発信元は９０パーセント以上が新聞社

であるところ，新聞社が作成した記事に対して正当な対価が支払われていない。

公正取引委員会においても，新聞業界等のニュースメディアとデジタル・プラッ

トフォーム事業者との関係性を重大な問題として捉えてほしい。 

別 紙 ２
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２ 独占禁止法の運用について 

・ 審査活動等の端緒において，違反行為に関する一般からの情報提供がかなり

のウエートを占めているとのことだが，これでは対応が後手になる嫌いがある。

業界に対する監査，あるいは事前の指導等を含めて，違反行為に至る前の対策

を強化していかなければ，違反行為は減らない。 

・ デジタル化の進展により取引形態や取引慣行が変化していくものと思われる

ところ，公正取引委員会にはモニターすべき分野，内容等も常時ＰＤＣＡを行

いながら的確に対応してほしい。その際の点検活動の方法として，例えば商工

会議所の会員へのアンケート等を実施することを通して公正取引委員会の活動

に対する会員の理解や，不当な行為等の抑止，けん制効果にもつながると考え

られる。 

・ 確約手続等の事案処理や審査終了の際，できるだけ詳細な事案の内容の公表

を要望したい。これは，個別事案の検証，それから将来に向けた判例形成，そ

して独占禁止法の究極目的である一般消費者の保護に係る国民への説明責任を

果たす意味でも重要である。 

第３ 松本地区 

１ 中小事業者等の取引公正化について 

・ 働き方改革への対応，最低賃金引上げに伴うコストアップ分の適正な価格転

嫁など，親事業者によるしわ寄せが下請事業者に及ばないよう，公正取引委員

会には，下請法違反行為に対する監視の目を，今後とも一層光らせてほしい。 

・ 中小零細企業が，いきなり公正取引委員会に相談するというのは，少々ハー

ドルが高い面があるのではないかと思う。日頃，事業者からの相談に応じてい

る地元の商工会議所や商工会，中小企業団体中央会，又は地域の弁護士会といっ

た地域の各団体，機関等との連携をより深め，これら各団体，機関等を通じて，

下請法の効果的な周知を図ってほしい。 

・ 下請事業者の従業員に新型コロナウイルス感染症の患者が出た場合，下請事

業者に責任がないのに受領拒否や商品返品を行えば，それらの行為は下請法上

問題となるということを，公正取引委員会から改めて周知するとともに，下請

法違反行為に対するより厳正な対処を是非お願いしたい。 

２ スタートアップ企業との取引適正化について 

・ スタートアップの取引慣行に関する実態調査報告書で述べられているとおり，

スタートアップが公正かつ自由に競争できる環境を確保することが日本の経済

の今後の発展に向けて極めて重要だと思う。公正取引委員会には，今後も中小

企業，スタートアップの発展のために注力してほしい。 

３ 独占禁止法の運用について 

・ 確約手続については，取引業者に早期に多額の返金などができる大企業が違
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法認定を逃れると，大企業は違法行為を金で解決できて不公平だと見られがち

な点もあると思う。確約手続に至った経緯をつまびらかに開示することによっ

て恣意的な運用をしていないということを示して，手続の透明性確保を心掛け

てほしい。 

・ 特許ライセンス契約における独占禁止法の問題点を検討するに当たり，相談

事例集は非常に役立つ。ライセンサー，ライセンシーの法的予測可能性をより

高めるためにも，特許分野に関する事例をより多く掲載してほしい。 

４ その他 

・ 公正取引委員会は，専門的な経済学を学んだ人間を採用すべきというニュー

スを見たが，経済学の分野や競争政策の分野に係る専門的知識を有する大学生，

大学院生が公正取引委員会で働けるよう，活躍できる場所を広げていってほし

い。 

第４ 名古屋地区 

１ 中小事業者等の取引公正化について 

・ 働き方改革によって残業が規制されるなどして，親事業者からの下請事業者

に対する短納期発注やコスト低減要請が強くなってきている。コロナ禍で経営

環境が非常に厳しい中，同一労働同一賃金の導入に加え，最低賃金の引上げな

ど，中小事業者はますます厳しい状況に置かれている。コストが大幅に増加す

る発注にもかかわらず，親事業者が十分に協議することなく，一方的に通常発

注と同じ単価で据え置くなどといった行為をしないよう，公正取引委員会には

十分な指導を期待する。親事業者に海外コストを基準にされ，下請事業者にとっ

ては，材料高や燃料高といったような事情がどれだけ認めてもらえるか，心配

が尽きない。 

２ フリーランスに関する取組について

・ フリーランスに対しても優越的地位の濫用など，独占禁止法も関係している

ということを最近知った。フリーランスで働きたいという者が，独占禁止法に

よっても守られているという意識を持てるようになっていけばよい。 

３ スタートアップ企業との取引適正化について 

・ スタートアップの取引慣行に関する実態調査報告書では，法務担当者がいる

かどうかでスタートアップ間で違いが出ていることが報告されているが，産業

構造が変化し，様々な企業が新しい分野に取り組んでいる中で，法務担当者が

いないことが格差を生じさせていることが気掛かりである。 

・ 大企業がスタートアップに出資する際，事業内容をデューデリジェンスした

結果，出資に至らなかった場合，結果としてスタートアップの技術，知識，ノ

ウハウ等を吸い取られただけで終わってしまう。また，特許出願について，ス
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タートアップが費用を捻出できずに，出資会社が全部特許を取得してしまうと

いうことについて，スタートアップの成長を勢い付けるものになっていないの

ではないか。 

・ スタートアップと企業との連携，提携についてのガイドラインができたこと

は非常に意義あることだと考えるが，大企業がスタートアップに出資をするこ

とに関する問題点については，今後の検討課題になる。 

４ 独占禁止法の運用について 

・ 令和元年改正法で導入された課徴金の調査協力減算制度下で公正取引委員会

に証拠がたくさん集まるようになるのか，事業者の協力するインセンティブに

ついて経済理論の観点からの検証を行うことによって，経済学的な裏付けのあ

る制度になると思う。 

第５ 大津地区 

１ 中小事業者等の取引公正化について 

・ 緊急事態宣言が解除され社会経済活動が徐々に回復しつつある時期に，弱い

立場にある小規模事業者にしわ寄せが行かないように，公正取引委員会が周知

徹底を図るとともに，下請代金の減額等が求められることのないよう監視をお

願いしたい。 

・ 令和５年１０月に予定されているインボイス方式の導入により，取引先事業

者による適格請求書発行事業者への登録の強要や，免税事業者が取引から排除

されることがないよう，監視・指導等の強化をお願いしたい。 

２ フリーランスに関する取組について 

・ コロナ禍で多くのフリーランスの女性が経済的に立ち行かなくなった可能性

がある。フリーランスガイドラインの作成は評価できるが，個別の業界に対す

る指導が，経済的貧困にある女性の救済という観点からも重要であると考える。 

３ デジタル・プラットフォーム関係について 

・ 大手のＥＣサイト運営会社による送料無料の強要等が行われないよう，指導

してもらいたい。コロナ禍でデジタル・プラットフォームの利用人口が増えて

いるので，既存の小売業者に与える影響を注視してほしい。 

４ 独占禁止法の運用について 

・ 中途採用市場が非常に拡大している中，仲介料金の価格について，インター

ネットでは採用された人の理論年収の３５パーセントといった辺りがよく出て

いる。こうした業界でカルテルが形成されることなく適正に競争原理が働くよ

うに，公正取引委員会には注視してほしい。 
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５ 広報・広聴活動について 

・ 公正取引委員会には，何か困ったことがあった際にすぐに連絡できるような

身近な存在になってほしい。他の機関では，子供に作文を書いてもらったり，

標語を募集したりしており，いろいろな人に関心を持ってもらえるように広報

をしているところもある。 

６ その他 

・ 官製談合防止に向けた発注機関の取組に関する実態調査報告書では，発注機

関内部における体制面の整備として不自然な入札結果の検証が挙げられている

が，発注者が有効な内部検証を行うためには，発注業務を行う部署とは切り離

された別の部署が行うことが必須である。 

第６ 岡山地区 

１ フリーランスに関する取組について 

・ フリーランスが安心して働ける環境を整備するためのガイドラインを制定し，

運用していると理解しているが，特にコロナ禍において，フリーランスが，安

心して働ける環境，また，地方の事業者にとっても，優秀な方が継続的に企業

活動に参加できるような環境というのが，地方経済の活性化に大きな意味を持

つと考えており，フリーランスの問題に関するより一層の広報活動をお願いし

たい。 

２ デジタル・プラットフォーム関係について 

・ 特産品等についてＥＣサイトを利用して販売する経営者や農家が，巨大ＩＴ

企業に簡単に利益を吸い上げられてしまわないか，また，生活物資を扱うよう

な地元のお店が，巨大ＩＴ企業に飲み込まれてしまい，地域になくなってしま

うのではないか，気掛かりである。 

３ 広報・広聴活動について 

・ 事業者や消費者が，公正取引委員会が何をしている役所なのか，どのような

相談を受け付けてくれるのか，どのような行為を問題にするのかについて理解

できるように，色々な情報を色々な角度からの広報をお願いしたい。 

・ 中学生，高校生，大学生向けの独占禁止法教室について，小さい頃から理念

や概念を学習してもらうというのは，非常に意味のあることだと思っている。

学生が法的主体，経済的主体，政治的主体として今後社会に出ていくために自

由で公正な経済を学生に伝えるという目的で，どんどん学校に出ていく活動を

行ってほしい。 

４ その他 

・ 中小企業等会社関係の仕事をしている弁護士から聞いたところ，消費税の転
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嫁拒否については，依然として問題があって，相談が来ているということ

だった。公正取引委員会でも引き続き問題意識を持ってほしい。 

第７ 高松地区 

１ 中小事業者等の取引公正化について 

・ サプライチェーン全体で適正に生産性の向上を実現するという観点から，知

的財産やノウハウの保護，燃料や原材料価格の適正な転嫁，支払条件の改善な

どへの対処が必要である。また，発注者による一方的な納期の短縮やコスト削

減要求等の優越的地位の濫用と見られる取引を根絶するため，独占禁止法及び

下請法の厳正な運用が必要である。 

・ 新型コロナウイルス感染症の収束後，コロナ関連の補助金打切りや融資金の

返済が始まると，コロナ禍でそのような資金を受けていた事業者にとっては手

元資金が減少していくため，それを補うために不公正な取引条件を取引先に押

しつける事案が増えるおそれがある。 

２ フリーランスに関する取組について 

・ フリーランスとして働く人たちには法的な知識や弁護士等との接点がない場

合があり，知的財産権やノウハウに関して生じる取引先の優越的地位の濫用行

為について，泣き寝入りしている事案やそもそも問題が生じていることにすら

気付いていない事案もあるのではないか。 

３ デジタル・プラットフォーム関係について 

・ デジタル・プラットフォーム事業者の取引慣行の適正化について，プラット

フォーム透明化法の取引の透明性に焦点を当てた規制には限界があると考えら

れるため，取引の公正性という観点から公正取引委員会も積極的に独占禁止法

を運用してほしい。 

・ 海外のデジタル・プラットフォーム事業者と日本の地方事業者の間で交わさ

れる契約書では，取引上の紛争も他国の裁判で解決する内容となっているため，

日本の地方事業者がそれに従って紛争解決することは困難である。取引におけ

る交渉力の非対称性を是正するのは公正取引委員会等でなければ難しく，アッ

プル・インクに対するような措置を積極的に行ってほしい。 

４ 独占禁止法の運用について 

・ 最近の地方公共交通部門では，新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり，

競争そのものが成り立たなくなってしまっている状況があるため，地方の公共

系事業における経営が大変苦しいことも踏まえて独占禁止法の運用を行ってほ

しい。 
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第８ 宮崎地区 

１ 中小事業者等の取引公正化について 

・ 現下の下請事業者が置かれた状況について，公正取引委員会には現場視察を

行うなどして必要な情報を収集し，実態を踏まえた有効な施策を打ってもらい

たい。 

・ 官民挙げて推進している「パートナーシップ構築宣言」が各業界に浸透して

いくことが重要であると考えている。 

２ デジタル・プラットフォーム関係について 

・ コロナ禍により地方経済においてもネット販売が進展しているが，公正な競

争環境を維持するため，大手ＥＣサイトの運営業者による顧客データの収集方

法や利用方法について，適切かつ必要以上に集積されていないかどうか監視を

お願いしたい。

３ 独占禁止法の運用について 

・ コロナ禍により電子決済を導入した小売店も多いが，地方では高齢者が多い

ため電子決済の利用がなかなか進んでいない中で，クレジットカード会社や決

済事業者が，利用者が少ないという理由により手数料を値上げする動きがある

が，電子決済の過度な手数料負担により中小企業の経営環境が悪化しないよう

監視をお願いしたい。

４ 広報・広聴活動について 

・ デジタル広告分野の取引実態に関する報告書では，巨大ＩＴ企業によるユー

ザーの個人情報の適切な取扱い等を巡る問題点を指摘しているが，消費者は，

自身のデータが利用されている意識が希薄であると思う。独占禁止法は，消費

者にも無縁でないということを周知するために，消費者を対象とした研修会の

開催を充実させていくべきではないか。 

５ その他 

・ 地方銀行の統合に関して独占禁止法の特例法が制定されたが，特例法の期限

内だけでなく失効後も含めて，地方銀行は政府系金融機関との競争やネット銀

行等からの競争圧力が働いているなどの広範な競争にさらされていることを踏

まえて，統合の是非を判断してもらいたい。 

第９ 那覇地区 

１ 中小事業者等の取引公正化について 

・ 新型コロナウイルス感染症の影響により観光業界は非常に深刻な状況が続い

ているため，公正取引委員会において，沖縄県内の観光関連の小規模な事業者

と海外又は県外大手企業との取引の透明性を確保し，優越的地位の濫用行為が
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行われないような取組をお願いしたい。 

・ 公正取引委員会において，事業者への調査により実態を把握して，下請事業

者への不当なしわ寄せや不利益を与える行為が生じないよう監視指導を徹底す

るとともに，下請法に関する基礎知識の浸透，下請事業者が相談しやすい環境

作りをお願いしたい。 

・ 令和５年１０月のインボイス制度の導入に伴い，同制度に対応していない小

規模事業者が取引上で不利な立場に追い込まれることがないよう，公正取引委

員会は所管法令に関する周知に取り組む必要があると考える。 

２ 広報・広聴活動について 

・ 広報活動について，沖縄総合事務局や沖縄県の様々な取組と併せて行ったり，

沖縄県内の経済関係団体と一緒になって情報提供するなど，複合的な取組を行っ

てもらえると多くの事業者の理解が深まると思う。 

・ 沖縄県の商工会では，今後，公正取引委員会に講習会等をしてもらうなど連

携をとりながら，中小企業への経営指導の現場での対応にいかしていきたい。 


